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火山災害対策編 第１章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-1-4 第6節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第1 防災関係機関の責務 

 

第2 防災関係機関の業務の大綱 

 

1 県、市町村 

 

2 指定地方行政機関 

機関名 業務の大綱 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

〔岩手河川国道事務

所〕 

〔三陸国道事務所〕 

 

〔北上川ダム統合管

理事務所〕 

〔釜石港湾事務所〕 

［略］ 

［略］ ［略］ 

東北防衛局 ［略］ 

 

 

 

第6節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第1 防災関係機関の責務 

 

第2 防災関係機関の業務の大綱 

 

1 県、市町村 

 

2 指定地方行政機関 

機関名 業務の大綱 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

〔岩手河川国道事務

所〕 

〔三陸国道事務所〕 

〔南三陸国道事務所〕 

〔北上川ダム統合管

理事務所〕 

〔釜石港湾事務所〕 

［略］ 

［略］ ［略］ 

東北防衛局 ［略］ 

東北地方測量部 (1) 地理空間情報、

防災関連情報及び

地理情報システム

の活用に関するこ

と。 

(2) 復旧測量等の実

施に関すること。 
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火山災害対策編 第 1 章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

3-1-7 

 

6 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

 【本編・第1章・第4節・第2・2 参照】 

 

6 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

機 関 名 業 務 の 大 綱 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

観光団体 (1) 観光客等への周知及

び避難誘導に関するこ

と。 

(2) 風評被害対策に関す

ること。 

避難促進施

設 

(1) 施設利用者等に対す

る周知に関すること。 

(2) 施設利用者等の避難

誘導に関すること。 
 

修正 

理由 

○ 岩手山火山避難計画の作成を踏まえた修正 

○ 所要の修正 
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火山災害対策編 第１章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

 

 

 

 

3-1-9 

第7節 県土の概況 

 

1～2 略 

 

3 地勢、地質 

（1）～（3） ［略］ 

（4）火 山 

ア 県内の活火山 

○ ［略］ 

○ さらに、火山噴火予知連絡会は、平成21年6

月に「火山防災のために監視・観測体制の充実

等が必要な火山」として、47火山を選定した。 

 

 

県内では、岩手山、秋田駒ヶ岳及び栗駒山が

選定されている。 

イ ［略］ 

第7節 県土の概況 

 

1～2 略 

 

3 地勢、地質 

（1）～（3） ［略］ 

（4）火 山 

ア 県内の活火山 

○ ［略］ 

○ さらに、火山噴火予知連絡会は、平成21年6

月に「火山防災のために監視・観測体制の充実

等が必要な火山」として、47火山を選定し 、平

成28年12月には、八甲田山、十和田、弥陀ヶ原

の3 火山が追加され50火山となっている。 

県内では、岩手山、秋田駒ヶ岳及び栗駒山が

選定されている。 

イ ［略］ 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1節 火山防災協議会活動計画 

 

第1 基本方針 

 

1 活動火山対策特別措置法に基づく火山災害警

戒地域（以下「警戒地域」という。）に指定さ

れた県及び関係市町は、共同して火山防災協議

会を設置する。 

2 県及び関係市町は、火山防災協議会において、

警戒避難体制の整備に関する事項について、協

議する。 

3 県及び関係市町は、火山防災協議会の意見を

踏まえ、当該警戒地域ごとに、警戒避難体制に

関する事項について地域防災計画に定める。 

 

第2 火山防災協議会の組織 

 

○ 警戒地域に指定された県及び次の市町は、共

同して次の火山防災協議会を設置する。 

ア～ウ [略]  

○ 火山防災協議会は、関係県、関係市町、気象

台、地方整備局、自衛隊、警察、消防機関、学

識者、観光事業者等により構成する。 

○ [略] 

 

第3 火山防災協議会における協議事項等 

 

○ 県、関係市町その他の防災関係機関は、火山

防災協議会において、噴火シナリオの作成、火

山ハザードマップの作成、噴火警戒レベルの設

定、避難計画の策定等、一連の警戒避難体制の

整備に関する取組について、地域の実情に応じ

て必要な事項を協議する。 

○ 関係市町は、火山防災協議会で協議した火山

ハザードマップに避難場所その他の防災上必

要な情報を付加した火山防災マップを作成す

る。 

○ 県、関係市町その他の防災関係機関は、火山

防災協議会の場を活用して退避壕及び退避舎

等の必要性等、避難施設の整備等について検討

する。 

 

 

第1節 火山防災協議会活動計画 

 

第1 基本方針 

 

1 活動火山対策特別措置法に基づく火山災害警

戒地域（以下「警戒地域」という。）に指定さ

れた県及び関係市町村は、共同して火山防災協

議会を設置する。 

2 県及び関係市町村は、火山防災協議会におい

て、警戒避難体制の整備に関する事項につい

て、協議する。 

3 県及び関係市町村は、火山防災協議会の意見

を踏まえ、当該警戒地域ごとに、警戒避難体制

に関する事項について地域防災計画に定める。 

 

第2 火山防災協議会の組織 

 

○ 警戒地域に指定された県及び次の市町村は、

共同して次の火山防災協議会を設置する。 

ア～ウ [略]  

○ 火山防災協議会は、関係県、関係市町村、気

象台、地方整備局、自衛隊、警察、消防機関、

学識者、観光事業者等により構成する。 

○ [略] 

 

第3 火山防災協議会における協議事項等 

 

○ 県、関係市町村その他の防災関係機関は、火

山防災協議会において、噴火シナリオの作成、

火山ハザードマップの作成、噴火警戒レベルの

設定、避難計画の策定等、一連の警戒避難体制

の整備に関する取組について、地域の実情に応

じて必要な事項を協議する。 

○ 関係市町村は、火山防災協議会で協議した火

山ハザードマップに避難場所その他の防災上

必要な情報を付加した火山防災マップを作成

する。 

○ 県、関係市町村その他の防災関係機関は、火

山防災協議会の場を活用して退避壕及び退避

舎等の必要性等、避難施設の整備等について検

討する。 
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3-2-2 

第4 警戒地域の指定に基づき地域防災計画に定

める事項 

 

1 県 

○ 県は、火山防災協議会の意見を踏まえ、県地

域防災計画において、警戒地域ごとに、火山現

象の発生及び推移に関する情報収集及び伝達

に関する事項、火山に関する予報・警報・情報

の発表及び伝達に関する事項、市町地域防災計

画に避難のための措置について定める際の基

準に関する事項、避難及び救助に係る広域調整

に関する事項その他必要な警戒避難体制に関

する事項について定める。 

2 関係市町 

○ 警戒地域の指定のあった市町は、火山防災協

議会の意見を踏まえ、市町地域防災計画におい

て、警戒地域ごとに、火山現象の発生及び推移

に関する情報収集及び伝達に関する事項、火山

に関する予報・警報・情報の発表及び伝達に関

する事項、噴火警戒レベルの運用による入山規

制及び避難指示（緊急）等、避難のための措置

について市町村長が行う通報及び警告に関す

る事項、避難場所及び避難経路に関する事項、

火山現象に係る避難訓練に関する事項、救助に

関する事項その他必要な警戒避難体制に関す

る事項について定める。 

○ 関係市町は、警戒地域内の不特定かつ多数の

者が利用する施設又は要配慮者利用施設で噴

火等の火山現象の発生時に利用者の円滑かつ

迅速な避難を確保する必要がある施設（以下

「避難促進施設」という。）について、名称及

び所在地を市町地域防災計画に規定する。 

○ 関係市町は、避難促進施設について、火山現

象発生時に当該施設の利用者の円滑かつ迅速

な避難の確保が図られるよう、市町地域防災計

画に火山現象の発生及び推移に関する情報、予

報並びに警報等の伝達方法等を定める。 

第4 警戒地域の指定に基づき地域防災計画に定

める事項 

 

1 県 

○ 県は、火山防災協議会の意見を踏まえ、県地

域防災計画において、警戒地域ごとに、火山現

象の発生及び推移に関する情報収集及び伝達

に関する事項、火山に関する予報・警報・情報

の発表及び伝達に関する事項、市町村地域防災

計画に避難のための措置について定める際の

基準に関する事項、避難及び救助に係る広域調

整に関する事項その他必要な警戒避難体制に

関する事項について定める。 

2 関係市町村 

○ 警戒地域の指定のあった市町村は、火山防災

協議会の意見を踏まえ、市町村地域防災計画に

おいて、警戒地域ごとに、火山現象の発生及び

推移に関する情報収集及び伝達に関する事項、

火山に関する予報・警報・情報の発表及び伝達

に関する事項、噴火警戒レベルの運用による入

山規制及び避難指示（緊急）等、避難のための

措置について市町村長が行う通報及び警告に

関する事項、避難場所及び避難経路に関する事

項、火山現象に係る避難訓練に関する事項、救

助に関する事項その他必要な警戒避難体制に

関する事項について定める。 

○ 関係市町村は、警戒地域内の不特定かつ多数

の者が利用する施設又は要配慮者利用施設で

噴火等の火山現象の発生時に利用者の円滑か

つ迅速な避難を確保する必要がある施設（以下

「避難促進施設」という。）について、名称及

び所在地を市町村地域防災計画に規定する。 

○ 関係市町村は、避難促進施設について、火山

現象発生時に当該施設の利用者の円滑かつ迅

速な避難の確保が図られるよう、市町村地域防

災計画に火山現象の発生及び推移に関する情

報、予報並びに警報等の伝達方法等を定める。 

修正 

理由 

○ 他の節との整合を図ったことに伴う修正 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-10 

第5節 気象業務整備計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 気象業務の実施体制の整備 

 

1 ［略］ 

 

2 情報処理・通信システムの整備・充実 

○ ［略］ 

（1）～（5）［略］ 

（6）火山観測施設 

［略］ 

 

（気象庁以外の機関が設置している主な観測施

設） 

施設等名 
箇所

数 

設置機

関 

［略］ 

GNSS

連続

観測

シス

テム 

電子基準点 34 41 ［略］ 

地殻変動観測

施設 

4 

機動連続観測

点 

2 

験潮場 GPS観

測局 

1 

［略］ 

 

 

第5節 気象業務整備計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 気象業務の実施体制の整備 

 

1 ［略］ 

 

2 情報処理・通信システムの整備・充実 

○ ［略］ 

（1）～（5）［略］ 

（6）火山観測施設 

［略］ 

 

（気象庁以外の機関が設置している主な観測施

設） 

施設等名 
箇所

数 

設置機

関 

［略］ 

GNSS

連続

観測

シス

テム 

電子基準点 34 39 ［略］ 

地殻変動観測

施設 

4 

  

験潮場 GPS観

測局 

1 

［略］ 

 

 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 

3-2-13  

第3 情報収集、伝達体制の整備 

 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

①～③ [略] 

④ 岩手山の噴火警戒レベル（概要版）     平成19年10月 岩手山火山災害対策検討委員会 

対象

範囲 

レ 

ベ 

ル 

説    明 

火山活動の状況 過去の事例 住民の行動 登山・入山者 

居 
住 
地 
域 
及 
び 
そ 
れ 
よ 
り 
火 
口 
側 

５ 

（
避
難
） 

居住地域に重大な被害を及ぼ

す噴火が発生、あるいは切迫し

ている状態にある 

①1686年東岩手山

山頂の噴火 

危険な居住地域からの

避難 

登山口か

ら登山・入

山規制 

４
（
避
難
準
備
） 

居住地域に重大な被害を及ぼ

す噴火が発生すると予想され

る 

（可能性が高まってきている） 

②1732年東岩手山

山腹の噴火（焼走

り溶岩噴出） 

警戒が必要な居住地域

での避難準備 

火 
口 
か 
ら 
居 
住 
近 
く 
ま 
で 

３ 
 
(

入
山
規
制) 

火口付近から居住地域の近く

まで重大な影響*を及ぼす噴火

の発生、あるいは発生が予想さ

れる 

③1919年西岩手山

（大地獄谷）の水

蒸気爆発 

④1998年4月29日

短時間に多数の地

震と規模の大きい

地震が発生 

通常の生活 

火口
周辺 

２ 

（
火
口
周
辺 

規
制
） 

火口周辺に影響を及ぼす噴火

の発生、あるいは発生が予想さ

れる 

⑤1998年3月17日

火山性地震が増加

し地殻変動開始 

通常の生活 

岩手山西

側（大地獄

谷）の入山

規制 

火口
内等 

１ 

（
平 

常
） 

火山活動は静穏 － 

自由に登

山・入山可

能 

*  「重大な影響」とは、この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶことを意味する。 

** 「特異地域」とは、居住地域より火口に近い地域を指す。 

***「特別に被害が予想される区域」とは、冬季の噴火において融雪型火山泥流が流下する危険のある滝沢市一

本木地区砂込川沿いを指す。 

  

避難行動要支援者、特

異地域※※及び特別に被

害が予想される区域※※

※の避難 

状況に応じて避難行動

要支援者、特異地域※※

及び特別に被害が予想

される区域※※※の避難

準備 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 修   正   案 

 

3-2-13 

 

第3 情報収集、伝達体制の整備 

 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

①～③ [略] 

④ 岩手山の噴火警戒レベル（概要版）        平成30年３月 岩手山火山防災協議 会 

名
称 

対
象
範
囲 

レ
ベ
ル 

（
キ
ー
ワ
ー
ド
） 

火山活動の状況 
住民等の行動及び登山者・入

山者等への対応 
想定される現象等 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
）
又
は
噴
火
警
報 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５ 

 

（
避
難
） 

居住地域に重大な被害

を及ぼす噴火が発生、

あるいは切迫している

状態にある。 

危険な居住地域からの避難

等が必要。 

・融雪型火山泥流または火砕

流・火砕サージが居住地域

まで到達、あるいは切迫し

ている。 

 

 

４ 

（
避
難
準
備
） 

居住地域に重大な被害

を及ぼす噴火が発生す

ると予想される（可能

性が高まっている）。 

警戒が必要な居住地域での

避難準備等が必要。 

要配慮者及び「特別に被害が

予想される区域（施設）」の

避難等が必要。 

・融雪型火山泥流または火砕

流・火砕サージが居住地域

まで到達する可能性があ

る。 

 

 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
）
又
は
火
口
周
辺
警
報 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で 

３ 
 

 
(

入
山
規
制) 

居住地域の近くまで重

大な影響を及ぼす（こ

の範囲に入った場合に

は生命に危険が及ぶ）

噴火が発生、あるいは

発生すると予想され

る。 

火口から居住地域近くまで

の範囲への立入規制等。 

状況に応じて要配慮者及び

「特別に被害が予想される

区域（施設）」の避難準備等

が必要。 

 

住民は通常の生活。 

・東岩手山の火口から概ね

4km以内及び西岩手山の火

口から概ね2km以内に影響

が及ぶ噴火が発生、または

予想される。 

 

 

火
口
周
辺 

２ 
 

（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺に影響を及ぼ

す（この範囲に入った

場合には生命に危険が

及ぶ）噴火が発生、あ

るいは発生すると予想

される。 

火口周辺への立入規制等。 

（登山道は入口から立入規

制） 

 

住民は通常の生活。 

・東岩手山及び西岩手山の火

口から概ね 2km以内に影響

が及ぶ噴火が発生、または

予想される。 

 

 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１ 

 

（
活
火
山
で
あ
る 

こ
と
に
留
意
） 

火山活動は静穏。 
状況に応じて火口内への立

入規制等。 

火口内で少量の噴気や火山

ガス等が発生。 

注１）火口は、東岩手山山頂または西岩手山の大地獄谷から姥倉山付近までの稜線に想定される。 

注２）「特別に被害が予想される区域（施設）」とは、融雪型火山泥流が流下する危険のある「滝沢市一本木地

区砂込川沿いの区域」及び「岩手山焼走り国際交流村」を指す。 

修正 

理由 

○ 噴火警戒レベルの見直しに伴う修正 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 

3-2-14 ⑤ 秋田駒ヶ岳の噴火警戒レベル（概要版） 平成21年3月 秋田駒ヶ岳噴火警戒レベル検討委員会 

対象 

範囲 

レ
ベ
ル 

説  明 

火山活動の状況 過去の事例 
住民等の行動及び登山者・入

山者等への対応 

居
住
地
域
及
び 

そ
れ
よ
り
火
口
側 

５ 

（
避
難
） 

居住地域に重大な被害を及ぼ

す噴火が発生、あるいは切迫

している状態にある 

－ 
危険な居住地域からの避難

等が必要 

４
（
避
難
準
備
） 

居住地域に重大な被害を及ぼ

す噴火が発生すると予想され

る（可能性が高まっている） 

－ 

警戒が必要な居住地域での

避難準備、避難行動要支援者

の避難等が必要 

全山入山規制 

火
口
か
ら
居
住
地
域

近
く
ま
で 

３ 
 
(

入
山
規
制) 

火口付近から居住地域の近く

まで重大な影響を及ぼす噴火

の発生、あるいは発生が予想

される 

1970年女岳山頂か

らの噴火 

住民は通常の生活 

必要に応じて避難行動要支

援者の避難準備等 

登山禁止・入山規制等危険な

地域への立入規制等 

火
口
周
辺 

２ 

（
火
口
周 

辺
規
制
） 

火口周辺に影響を及ぼす噴火

の発生、あるいは発生が予測

される 

1932年の南部カル

デラ内（石ポラ）

での水蒸気爆発 

住民は通常の生活 

火口周辺への立入規制等 

火
口
内
等 

１ 
（
平 

常
） 

火山活動は静穏 － 
状況に応じて火口内への立

入規制等 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 修   正   案 

3-2-14  

⑤ 秋田駒ヶ岳の噴火警戒レベル（概要版）平成 21年 3月 秋田駒ヶ岳噴火警戒レベル検討委員会 

名
称 

対
象
範
囲 

レ
ベ
ル 

火山活動の状況 
住民等の行動及び登山

者・入山者等への対応 
想定される現象等 

噴
火
警
報
（
特
別
警
報
） 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５ 

 

（
避
難
） 

居住地域に重大な被害を

及ぼす噴火が発生、ある

いは切迫している状態に

ある。 

危険な居住地域からの

避難等が必要。 

噴火による影響で、居住地域

に重大な被害が切迫してい

る場合。 

・噴火に伴いカルデラから火

砕流、融雪型火山泥流の流

出が予想された場合。 

４ 

（
避
難
準
備
） 

居住地域に重大な被害を

及ぼす噴火が発生すると

予想される（可能性が高

まっている）。 

警戒が必要な居住地域

での避難準備、災害時

要援護者の避難等が必

要 ※。 

全山入山規制。 

噴火による影響で、居住地域

に重大な被害が予想される

場合。 

 ・噴火に伴い火砕流、融雪

型火山泥流が発生し、カ

ルデラ縁付近まで到達す

る恐れがある場合。 

・噴火に伴い噴石が居住地域

の近くまで到達すると予

想された場合。 

火
口
周
辺
警
報
（
警
報
） 

 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま

で
の
広
い
範
囲
の
火
口
周
辺 

３ 
 

 
(

入
山
規
制) 

居住地域の近くまで重大

な影響を及ぼす（この範

囲に入った場合には生命

に危険が及ぶ）噴火が発

生、あるいは発生すると

予想される。 

住民は通常の生活。状

況に応じて災害時要援

護者の避難準備等 ※。 

登山禁止・入山規制等

危険な地域への立入規

制等。 

噴火による影響が火口から

おおよそ 2km以内。 

 ・噴火に伴いカルデラ内で

火砕流、融雪型火山泥流

が発生（確認）した場合。 

・噴石がカルデラ縁を越える

噴火が発生した場合また

は、噴火の発生が予想され

た場合。 

火
口
か
ら
少
し
離
れ
た
所

ま
で
の
火
口
周
辺 

２ 
 

（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺に影響を及ぼす

（この範囲に入った場合

には生命に危険が及ぶ）

噴火が発生、あるいは発

生すると予想される。 

住民は通常の生活。 

火口域周辺への立入規

制等。 

 

噴火による影響が火口から

500m以内。 

・地震活動や噴気活動の活発

化等により、噴火の発生が

予想された場合。 

噴
火
予
報
（
予
報
） 

火
口
内
等 

１ 

 

（
活
火
山
で
あ
る
こ
と

に
留
意
） 

火山活動は静穏。 

状況に応じて火口内へ

の立入規制等。 

 

火山活動は静穏。 

・女岳北側で弱い噴気活動が

見られるが、南部・北部カ

ルデラに目立った表面現

象はない。 

噴火による影響とは、噴石、火砕流、融雪型火山泥流により、現象が始まってから避難までの時
間的な余裕がほとんどなく生命に対する危険性が高い火山現象による影響です。 
※ 噴石、火砕流、融雪型火山泥流で、避難道路などが通行不能となる恐れがある区域では、早期避
難が必要です。 

修正 

理由 

○ 噴火警戒レベルの見直しに伴う修正 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-18 第6節 避難対策計画 

 

第2 避難計画の作成 

 

1 市町村の避難計画 

○ 警戒地域の指定があった市町は、火山防災協

議会での協議を踏まえて策定した避難計画の

内容について、市町村地域防災計画に規定す

る。 

○ 関係市町は、円滑かつ迅速な避難のために、

火山ハザードマップに避難対象地域等の避難

計画の内容、噴火警戒レベルの解説、情報伝達

に関する事項など、実際に避難行動をとる住民

や登山者に必要な防災情報を付け加えた火山

防災マップを作成し、住民等に周知する。 

 

2 避難促進施設における避難確保計画 

 

 

 

 

 

○ 避難促進施設の所有者又は管理者は、火山現

象の発生及び推移に関する情報伝達に関する

事項、防災体制に関する事項、避難誘導に関す

る事項、避難訓練及び防災教育に関する事項等

を定めた避難確保計画を作成・公表し、関係市

町に報告する。 

○ 避難促進施設の所有者又は管理者は、作成し

た避難確保計画に基づき、避難訓練を実施し、

その結果について関係市町に報告する。 

○ 関係市町は、避難促進施設に係る避難確保計

画の作成又は避難訓練の実施に関し必要な助

言又は勧告等を行い、施設所有者又は管理者に

よる取組の支援に努める。 

 

 

第6節 避難対策計画 

 

第2 避難計画の作成 

 

1 市町村の避難計画 

○ 警戒地域の指定があった市町村は、火山防災

協議会での協議を踏まえて策定した避難計画

の内容について、市町村地域防災計画に規定す

る。 

○ 関係市町村は、円滑かつ迅速な避難のため

に、火山ハザードマップに避難対象地域等の避

難計画の内容、噴火警戒レベルの解説、情報伝

達に関する事項など、実際に避難行動をとる住

民や登山者に必要な防災情報を付け加えた火

山防災マップを作成し、住民等に周知する。 

 

2 避難促進施設における避難確保計画 

○ 市町村は、火山災害発生時に利用者の円滑か

つ迅速な避難の確保が必要な集客施設等を避

難促進施設に指定し、当該施設に避難確保計画

を作成させるとともに、名称及び所在地を市町

村地域防災計画に記載する。 

○ 避難促進施設の所有者又は管理者は、火山現

象の発生及び推移に関する情報伝達に関する

事項、防災体制に関する事項、避難誘導に関す

る事項、避難訓練及び防災教育に関する事項等

を定めた避難確保計画を作成・公表し、関係市

町村に報告する。 

○ 避難促進施設の所有者又は管理者は、作成し

た避難確保計画に基づき、避難訓練を実施し、

その結果について関係市町村に報告する。 

○ 関係市町村は、避難促進施設に係る避難確保

計画の作成又は避難訓練の実施に関し必要な

助言又は勧告等を行い、施設所有者又は管理者

による取組の支援に努める。 

修正 

理由 

○ 岩手山火山避難計画の作成を踏まえた修正 

○ 他の節との整合を図ったことに伴う修正 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-26 第9節 入山規制計画 

 

第2 入山規制・緩和の実施 

 

○ 登山道を有する市町村は、県及び学識経験者

等の助言を受け、必要に応じ、入山規制・緩和・

解除を行う。 

○ 登山道を有する市町村は、入山規制の実施、

緩和及び解除について、統一的な実施を行うた

め、それぞれ調整を図りながら判断基準、規制

範囲等を検討し、登山者安全対策計画を作成す

る。 

○ [略] 

 

第3 登山者安全対策計画の内容 

 

○ 登山道を有する市町村は、登山者に対する早

期の情報伝達と迅速な避難の実施のため、関係

機関等と連携し、次の事項を内容とした計画を

作成する。 

ア 入山規制・緩和基準 

イ 入山規制実施場所等 

ウ 情報

伝連体

制 

① 職員非常招集体制 
② 火山に関する予報・警報・情

報等の伝達方法 
③ 情報伝達設備 
④ 他市町村及び関係機関との連

携体制 
⑤ 火山活動に関する注意喚起手

段 
エ 緊急

下山誘

導体制 

① 下山広報体制 
② 入山者下山誘導体制 
③ 下山確認体制 
④ 関係機関との連携方法 
⑤ 下山者移送体制 

オ 広報 ① 入山規制状況広報手段 
 

 

第9節 入山規制計画 

 

第2 入山規制・緩和の実施 

 

○ 登山道を有する市町村は、火山活動の状況に

応じて 、入山規制・緩和・解除を行う。 

 

○ 登山道を有する市町村は、入山規制の実施、

緩和及び解除について、火山防災協議会での協

議や有識者等の助言を踏まえて統一的に実施

する。 

 

○ [略] 

 

削除 

修正 

理由 

○ 岩手山火山避難計画の作成を踏まえた修正 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-32 第13節 ライフライン施設等安全確保計画 

 

第1～第3 ［略］ 

 

第4 上水道施設 

 

 

第13節 ライフライン施設等安全確保計画 

 

第1～第3 ［略］ 

 

第4 上下水道施設 

 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

 

  

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-23 第2節 火山に関する予報・警報・情報及び気象

予報・警報等の伝達計画 

 

第3 実施要領 

 

3 異常現象発生時の通報 

(1) 異常現象発見者の通報義務 

○ 火山災害が発生するおそれがある異常な現

象を発見した者は、速やかに最寄りの市町村長

又は警察官若しくは 海上保安官 に通報する。 

○ 異常現象の通報を受けた警察官又は 海上保

安官 は、その旨を当該市町村長に通報すると

ともに、（2）に定める担当機関の長に通報する

よう努める。 

(2) 市町村長等の通報先 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

（異常現象の通報、伝達経路） 

 

第2節 火山に関する予報・警報・情報及び気象

予報・警報等の伝達計画 

 

第3 実施要領 

 

3 異常現象発生時の通報 

(1) 異常現象発見者の通報義務 

○ 火山災害が発生するおそれがある異常な現

象を発見した者は、速やかに最寄りの市町村又

は警察若しくは 消防 に通報する。 

○ 異常現象の通報を受けた警察官又は 消防職

員 は、その旨を当該市町村長に通報するととも

に、（2）に定める担当機関の長に通報するよう

努める。 

(2) 市町村長等の通報先 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

（異常現象の通報、伝達経路） 

 

修正 

理由 

○ 岩手山火山避難計画の作成を踏まえた修正 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-32 

第7節 広報広聴計画 

 

第2 実施機関（責任者） 

 

実施機関 活動の 

内容 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

（岩手河川国道事務

所） 

（三陸国道事務所） 

 

 

〔北上川ダム統合管

理事務所〕 

［略］ 

［略］ ［略］ 

(株)岩手日報社 

(株)朝日新聞社盛岡

総局 

(株)毎日新聞社盛岡

支局 

(株)読売新聞社盛岡

支局 

(株)河北新報社盛岡

総局 

(株)産業経済新聞社

盛岡支局 

(株)日本経済新聞社

盛岡支局 

(株)岩手日日新聞社 

(株)デーリー東北新

聞社盛岡支局 

 

 

 

 

(一社)共同通信社盛

岡支局 

(株)時事通信社盛岡

支局 

(有)盛岡タイムス社 

［略］ 

［略］ ［略］ 

 

第7節 広報広聴計画 

 

第2 実施機関（責任者） 

 

実施機関 活動の 

内容 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

（岩手河川国道事務

所） 

（三陸国道事務所） 

（南三陸国道事務所） 

〔北上川ダム統合管

理事務所〕 

［略］ 

［略］ ［略］ 

(株)岩手日報社 

(株)朝日新聞社盛岡

総局 

(株)毎日新聞社盛岡

支局 

(株)読売新聞社盛岡

支局 

(株)河北新報社盛岡

総局 

(株)産業経済新聞社

盛岡支局 

(株)日本経済新聞社

盛岡支局 

(株)岩手日日新聞社 

(株)デーリー東北新

聞社盛岡支局 

(株)日本農業新聞東

北支所 

(株)日刊工業新聞社

盛岡総局 

(一社)共同通信社盛

岡支局 

(株)時事通信社盛岡

支局 

(有)盛岡タイムス社 

［略］ 

［略］ ［略］ 

 

〔県本部の担当〕 
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〔県本部の担当〕 

部 課 地方支部

班 

担当業務 

［略］ 

教育部 教育企画

室 
教育事務

所班 
［略］ 

学校教育

室 

［略］ 

［略］ 
 

部 課 地方支部

班 

担当業務 

［略］ 

教育部 教育企画

室 
教育事務

所班 
［略］ 

学校調整

課 

［略］ 

［略］ 

 

 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-54 

 

 

 

 

 

 

 

第18節 避難・救出計画 

 

第1 基本方針 

 

1 災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合において、住民、登山者等の生命、身体の安

全を確保するため、迅速かつ的確に注意喚起、

避難勧告及び避難指示（緊急）並びに 屋内で

の待避等の安全確保措置 の指示（以下本節中

「避難勧告等」という。）を行うとともに、避

難支援従事者の安全を確保しながら、避難誘導

を行う。 

2～3 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

第2 ［略］ 

 

第3 実施要領 

 

1 避難勧告等 

（1） 避難勧告等の内容 

○ 実施責任者は、次の内容を明示して、避難勧

告等を行う。 

ア 発令者 
イ 避難勧告

等の日時 
ウ 避難勧告

等の理由 

エ 避難対象

地域 
 

オ 避難先 
カ 避難経路

キ その他必

要な事項 

 

○ ［略］ 

○ ［略］ 

（2）～（3） ［略］ 

（4） 避難の誘導 

 

 

 

 

 

 

第18節 避難・救出計画 

 

第1 基本方針 

 

1 災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合において、住民、登山者等の生命、身体の安

全を確保するため、迅速かつ的確に注意喚起、

避難勧告及び避難指示（緊急）並びに 屋内安全

確保 の指示（以下本節中「避難勧告等」という。）

を行うとともに、避難支援従事者の安全を確保

しながら、避難誘導を行う。 

 

2～3 ［略］ 

4 避難、救出救助活動は噴火警戒レベルに応じ

て行われるものであるが、突発的な噴火が発生

した場合、住民、登山者等の避難に時間的余裕

がないことが想定されることから、より迅速な

情報伝達や避難誘導等を行うよう努める。 

 

第2 ［略］ 

 

第3 実施要領 

 

1 避難勧告等 

（1） 避難勧告等の内容 

○ 実施責任者は、次の内容を明示して、避難勧

告等を行う。 

ア 発令者 
イ 避難勧告

等の日時 
ウ 避難勧告

等の理由 

エ 避難対象

地域 
オ 避難対象

者及びとるべ

き行動 

カ 避難先 
キ 避難経路 
ク その他必

要な事項 

 

○ ［略］ 

○ ［略］ 

（2）～（3） ［略］ 

（4） 避難の誘導 

ア 登山者等の避難誘導 

○ 県及び市町村本部長は、登山者等の避難誘導

に当たっては、迅速な避難のための下山ルート

へ案内するなどの対応を観光団体等と連携し

て実施する。 

○ 県警察、消防等は、下山した登山者等の避難
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3-3-55 

 

 

 

 

 

○ ［略］ 

○ 実施責任者は、消防団、自主防災組織等の協

力を 待て 、住民を安全かつ迅速に避難場所に

誘導する。この場合において、避難行動要支援

者の避難を優先する。 

○ 次の場合において、当該避難が困難と認めら

れるときは、消防団員等を配置して誘導する。 

ア 幼稚園、小学校、病院、社会福祉施設等の生

徒、患者、入所者等の避難 

イ 避難行動要支援者の避難 

（5） 避難者の確認等 

 

 

 

 

 

 

○ [略] 

 

2 ［略］ 

 

3 救出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本編・第3章・第15節・第3・3 参照】 

誘導を行う。 

○ 県は、市町村からの要望に応じ、避難誘導の

ために登山口等に出動する車両や防災ヘリコ

プター等を手配する。 

イ 住民等の避難誘導 

○ ［略］ 

○ 実施責任者は、消防団、自主防災組織等の協

力を 得て 、住民を安全かつ迅速に避難場所に

誘導する。この場合において、避難行動要支援

者の避難を優先する。 

○ 次の場合において、当該避難が困難と認めら

れるときは、消防団員等を配置して誘導する。 

① 幼稚園、小学校、病院、社会福祉施設等の生

徒、患者、入所者等の避難 

② 避難行動要支援者の避難 

（5） 避難者の確認等 

○ 県、市町村及び防災関係機関は、登山者カー

ド（登山計画書）等や避難促進施設等における

緊急退避状況、下山した者からの情報、避難者

名簿等を照合することにより、火口近くにいる

登山者等の要救助者情報の集約・整理を行い、

情報共有を図る。 

○ [略] 

 

2 ［略］ 

 

3 救出 

ア 登山者等の救出 

市町村は、救出した登山者等を噴石・火山

灰・火山ガス等による影響が小さい場所へ早期

に避難させるため、また、避難・下山途中に負

傷した登山者等を緊急に救助及び救急搬送す

るため、大型バス、消防・警察車両等をはじめ

とする関係機関の車両待機場所について検討

する。 

なお、救出にあたっては関係機関と十分に協

議し、二次災害の防止に万全を期すものとす

る。 

イ 住民等の救出 

【本編・第3章・第15節・第3・3 参照】 

 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

○ 岩手山火山避難計画の作成を踏まえた修正 

○ 所要の修正 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-66 

第25節 廃棄物処理・障害物除去計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 実施機関（責任者） 

 

1 ［略］ 

2 障害物除去 

実施機関 ［略］ 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

〔岩手河川国道事務所〕 

〔三陸国道事務所〕 

 

［略］ 

［略］ ［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

部 課等 
地方支

部班 
担当業務 

［略］ 

県 土

整 備

部 

 土木班  

道路環境課 ［略］ 

河川課 ［略］ 

空港課 
空港関係障

害物の除去 

 

 

 

第25節 廃棄物処理・障害物除去計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 実施機関（責任者） 

 

1 ［略］ 

2 障害物除去 

実施機関 ［略］ 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

〔岩手河川国道事務所〕 

〔三陸国道事務所〕 

〔南三陸国道事務所〕 

［略］ 

［略］ ［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

部 課等 
地方支

部班 
担当業務 

［略］ 

県 土

整 備

部 

県土整備企

画室 

土木班 空港関係障

害物の除去 

道路環境課 ［略］ 

河川課 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-78 

第30節 公共土木施設・鉄道施設等応急対策計画 

 

第1 公共土木施設 

 

1 ［略］ 

 

2 実施機関（責任者） 

公共土木施設に係る被害状況の把握、応急措置

及び応急復旧の実施機関（責任者）は、次のとお

りとする。 

（1） 道路施設 

実施機関 担当区分 

国土交通省（岩手河川

国道事務所、三陸国道

事務所） 

一般国道のうち、国土

交通省東北地方整備

局関係国道事務所所

管の道路施設（国道4

号、45号、46号及び283

号） 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

（2）～（4） ［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

区分 部 課 地方支

部班 

担当業

務 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

（4）
空港

施設 

県土整

備部 
空港

課 
土木班 

 

 

 

第30節 公共土木施設・鉄道施設等応急対策計画 

 

第1 公共土木施設 

 

1 ［略］ 

 

2 実施機関（責任者） 

公共土木施設に係る被害状況の把握、応急措置

及び応急復旧の実施機関（責任者）は、次のとお

りとする。 

（1） 道路施設 

実施機関 担当区分 

国土交通省（岩手河川

国道事務所、三陸国道

事務所 、南三陸国道事

務所 ） 

 

 

直轄管理の一般国道

及び直轄高速（釜石自

動車道 宮守～遠野） 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

（2）～（4） ［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

区分 部 課 地方支

部班 

担当業

務 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

（4）
空港

施設 

県土整

備部 
県土整

備企画

室 

土木班 

 

 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-79 第31節 ライフライン施設応急対策計画 

 

第1 基本方針 

 

○ ［略］ 

○ 県本部長は、停電その他の事由によりライフ

ライン施設等の稼働の継続や県民の生活の維

持のため燃料の確保が必要な場合は、岩手県石

油商業協同組合その他の業界団体等に対し、そ

の供給を要請し、必要に応じて、東北経済産業

局長 にその確保を要請する等により、燃料の

確保ができるよう調整に努める。 

 

○ ［略］ 

 

第31節 ライフライン施設応急対策計画 

 

第1 基本方針 

 

○ ［略］ 

○ 県本部長は、停電その他の事由によりライフ

ライン施設等の稼働の継続や県民の生活の維

持のため燃料の確保が必要な場合は、岩手県石

油商業協同組合その他の業界団体等に対し、そ

の供給を要請し、必要に応じて、政府災害対策

本部又は東北経済産業局 にその確保を要請す

る等により、燃料の確保ができるよう調整に努

める。 

○ ［略］ 

 

修正 

理由 

○ 「災害時の燃料供給の円滑化のための手引き」による修正 
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火山災害対策編 第４章 災害復旧・復興計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

新設 新設 第4節 風評被害防止計画 

 

第1 基本方針 

 

 県及び市町村は、観光団体等と連携し、火山災

害による風評被害が観光業などの地場産業に及

ぶことのないよう、これを未然に防止し、又は影

響を軽減するために必要な活動を実施する。 

 

第2 広報活動等 

 

○ 県、市町村及び防災関係機関は、火山の現状

や火山活動に応じた立入規制区域及び火山周

辺における安全確保対策や災害時の避難計画

について、様々な手段を活用して広報活動を行

う。 

○ 県、市町村及び防災関係機関は、火山活動の

鎮静化後においても、火山の現状等について積

極的に広報活動を行い、風評被害の軽減に努め

る。 

修正 

理由 

○ 岩手山火山避難計画の作成を踏まえた修正 
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火山災害対策編 第５章 継続災害への対応方針 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-5-1 第1節 避難対策 

 

第2 避難対策 

 

○ [略] 

 

 

 

 

 

第1節 避難対策 

 

第2 避難対策 

 

○ [略] 

○ 対策に当たって、県及び市町村等は、必要に

応じて、火山防災協議会での協議や有識者等の

助言を踏まえ、火山活動の状況に応じた対策を

行う。 

修正 

理由 

○ 岩手山火山避難計画の作成を踏まえた修正 
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火山災害対策編 第５章 継続災害への対応方針 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-5-3 第2節 安全確保対策 

 

第2 安全確保対策 

 

○ [略] 

○ [略] 

 

 

 

 

 

第2節 安全確保対策 

 

第2 安全確保対策 

 

○ [略] 

○ [略] 

○ 対策に当たって、県及び市町村等は、必要に

応じて火山防災協議会での協議や有識者等の

助言を踏まえ、火山活動の状況に応じた対策を

行う。 

 

第3 治安確保対策 

 

○ 市町村は、警察と連携して住民等及び関係機

関等へ、警戒区域の設定や避難対象地域への

「立ち入り禁止」等の規制措置について周知

し、警戒区域や避難対象地域の周辺における警

戒活動を実施する。 

なお、警戒活動にあたっては、噴火形態によ

ってさらなる危険も予測されることから、火山

活動の状況を十分に考慮の上、行うものとす

る。 

修正 

理由 

○ 岩手山火山避難計画の作成を踏まえた修正 
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火山災害対策編 第５章 継続災害への対応方針 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-5-4 第3節 被災者の生活支援対策 

 

第1 基本方針 

 

県及び市町村は、火山災害の長期化に伴い、地

域社会に重大な影響が及ぶおそれがあることを

勘案し、必要に応じて、災害継続中においても国

等の協力のもと、生活支援、生業支援等の被災者

支援策や被災施設の復旧その他の被災地域の復

興を図るための措置を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

第3節 被災者の生活支援対策 

 

第1 基本方針 

 

県及び市町村は、火山災害の長期化に伴い、地

域社会に重大な影響が及ぶおそれがあることを

勘案し、必要に応じて、災害継続中においても国

等の協力のもと、生活支援、生業支援等の被災者

支援策や被災施設の復旧その他の被災地域の復

興を図るための措置を実施するものとする。 

 市町村は、市町村庁舎及び各避難所に市町村職

員や県派遣職員等による、被災した住民の生活再

建、事業の再開等の相談窓口を開設する。 

修正 

理由 

○ 岩手山火山避難計画の作成を踏まえた修正 
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